	農地法４条・第５条届出に伴う添付書類　一覧
	事務局
確認欄

	○対象農地は、市街化区域内にある農地です。
○届出書の提出は、随時受け付けています。
	

	１
	届出書(実印押印のこと、地元農業委員への告知及び直筆の署名)
	

	２
	土地登記簿謄本（分筆、未相続の場合は、分筆、相続手続等終了後）
	

	３
	仮登記、抵当権等が設定されている場合は、設定者の同意書
	

	４
	印鑑証明(申請人が未成年の場合は、代理人の印鑑証明及び戸籍謄本)
　　　　　(法人の場合は、別途法人登記簿謄本も添付)
　　　　　(土地登記簿謄本と住所相違の場合は、履歴のわかる住民票も添付)
	

	５
	隣接農地転用同意書（土地区画整理事業施行地は除く）
	

	６
	土地改良区が発行する受理通知書又は転用決済金支払いに係る領収書（土地改良区区域内農地のみ、農地転用通知書及び地区除外申請書を土地改良区に提出）
	

	７
	造成計画図・土地利用計画図(縦横断面図)
	

	８
	排水計画図
	

	９
	施設配置図（平面図・立面図）、施設構造図（設計図・平面図・立面図）
	

	１０
	誓約書
	

	１１
	委任状（第三者に手続きを委任される場合に必要）
	

	１２
	位置図（S=1/25,000～2,500程度）
	

	１３
	公図の写し（公図に隣接地の状況【地目・所有者等】を明記）
	

	１４
	他法令の許認可等を必要とする場合はこれらの写し又は許認可等を受けられることが確実であると証する書類
	

	※必要とする添付書類を各１部ご提出ください。
※土地改良区区域内の農地については、土地改良区で手続が必要です。詳しくは、別紙の土地改良区に確認ください。

※必要に応じ、その他書類等の提出を求める場合も有ります。
※原本還付が可能な場合もありますので、お申し出ください。
	


